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「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策 

（サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制）の移行につい 

て」等の周知について 

 

 

日頃から、東京都の保健医療施策につきまして、多大な御協力を賜り、厚くお礼申し上げ

ます。 

この度、厚生労働省より、透析医療機関における院内感染対策の徹底について、「地域で新

型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策（サーベイランス、感染拡大防止

策、医療提供体制）の移行について」（令和２年３月１日付厚生労働省新型コロナウイルス感

染症対策推進本部）（別添１）及び「医療施設等における感染拡大防止のため留意点ついて」

（令和２年２月２５日付厚生労働省医政局総務課、同局地域医療計画課、同省健康局結核感

染症課連名事務連絡）（別添２）に係る周知依頼がありましたので、別添のとおり、送付いた

します。 

貴医療機関におかれましても、別添２の内容を踏まえ院内感染対策を徹底するなど、引き

続き、新型コロナウイルス感染症対策にお取り組みいただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

 

 

 

 

【担当】 

東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課 
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令 和 ２ 年 ３ 月 １ 日 

 

 

   都 道 府 県  

各  保健所設置市   衛生主管部（局） 御中 

   特 別 区  
 
 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 

対策推進本部 

 

 

地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策 

（サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制）の移行について 

 

 

 ２月 25 日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部で「新型コロナウイルス

感染症対策の基本方針」が決定された。 

その中で、地域の新型コロナウイルス感染症の患者の発生状況に応じた各対策の

概要を提示した上で、その対策の移行に当たっての考え方を含め、おって通知等

で詳細に提示していくこととしたところである。 

 既に、新型コロナウイルス感染症の患者が発生している地域においては、感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号。

以下「感染症法」という。）に基づく医師の届出や積極的疫学調査、入院措置等

に御協力いただくとともに、北海道等では、同方針で示された患者クラスター

（集団）に対する感染拡大防止策を実施するなど、新型コロナウイルス感染

症対策に率先して取り組んでいただいてきた。 

 一方で、今後、各地域で散発的、継続的に新型コロナウイルス感染症の患者

が発生していくことも想定し、本事務連絡で、今後の状況の進展に応じて段階的に

講じていくべき各対策（サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制）の詳細

と、対策の移行に当たっての判断の考え方をお示しし、地域の実情に応じた

最適な対策を柔軟に講ずることができるようにするものである。 

現時点で、現行の取組から対策を移行させる必要のない地域においても、本事務

連絡を参考に患者の増加に備え、事前に今後に向けた準備を進めていただきたい。 

 なお、各都道府県においては、下記３．及び４．に基づき、医療の役割分担の

ため、各対応を行う医療機関を設定した場合には、厚生労働省に調査報告を求める

予定であることを申し添える。 

別添１
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１．基本的な考え方 
 
 ○ 新型コロナウイルス感染症の患者の発生状況は、地域により様々である。

このため、サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制の３点について、 

  ・ 今後、状況の進展に応じて段階的に講じていくべき対策を示すとともに、 

  ・ その移行の判断に当たっての考え方、それぞれの対策を適用する地域の範囲 

  等をお示しするものである。 

 〇 各都道府県では、地域の患者の発生状況や医療資源の分布等も踏まえ、

本事務連絡で示す移行に当たっての判断の考え方を考慮し、地域の実情に

応じた柔軟な対策を講じていくこととする。 

 ○ なお、２．以降に示す対策は、新型コロナウイルス感染症の患者の増加に

伴う一方向的なものではなく、例えば、地域で患者が確認された早期の段階で、

患者クラスターに対する感染拡大防止策が奏功して、いったん地域の感染者の

発生が抑制された場合など、移行した対策を元の段階に戻すこともあり得る点、

留意が必要である。 
 
 

２．サーベイランス／感染拡大防止策 
 

（１）現行の取組 

 ○ 現行、感染症法第 12条の規定に基づく医師の届出により、疑似症患者を

把握。医師が診断上必要と認める場合に PCR検査を実施し、患者を把握して

いる。 

 ○ 患者が確認された場合には、感染症法第 15 条の規定に基づき、積極的

疫学調査を実施し、濃厚接触者を把握。濃厚接触者に対しては、感染症法に

基づく健康観察や外出自粛等により感染拡大防止を図っている。 

 ○ あわせて、北海道等については、積極的疫学調査によって患者クラスター

を確認し、その患者クラスターが次の患者クラスターを生み出していくことを

防止する感染拡大防止策を講じている。 
 

（２）状況の進展に応じて講じていくべき施策 

 〇 地域で新型コロナウイルス感染症の疑い患者が増加し、全件 PCR 等病原

体検査を実施すると重症者に対する検査に支障が出るおそれがあると判断

される場合においては、PCR等検査は、重症化防止の観点から、入院を要する

肺炎患者等の診断・治療に必要な検査を優先する。感染症法第 12条に基づく医

師の届出は、現行と同様としつつ、積極的疫学調査による患者クラスターの
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把握等については、地域の感染状況に応じて、厚生労働省や専門家等と相

談の上、優先順位をつけて実施する。 

 保健所設置市又は特別区が、このような対応をとる場合には、地域の医療

提供体制の検討のため、都道府県に情報を共有するものとする。 
 
 

３．医療提供体制（外来診療体制） 
 

（１）現行の取組 

 ○ 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方に、診療体制等の整った医療

機関を適切・確実に受診していただくため、帰国者・接触者相談センター及び

帰国者・接触者外来を設置。 

 ○ 受診調整を行うため、感染を疑う方に事前に帰国者・接触者相談センター

に電話連絡をするよう呼びかけ。連絡を受けた同センターは、新型コロナ

ウイルスへの感染の可能性を確認しつつ、帰国者・接触者外来へつなげている。 

 

（２）状況の進展に応じて講じていくべき施策 

 ＜外来診療体制＞ 

 〇 地域での感染拡大により、既存の帰国者・接触者外来（又は①の対応で増設

した帰国者・接触者外来）で受け入れる患者数が増大し、患者への医療提供

に支障をきたすと判断される場合には、次のような状況に応じた体制整備

を行う。 

  ① 地域の感染状況や医療需要に応じて帰国者・接触者外来を増設し、帰国者・

接触者相談センターの体制を強化した上で、今の枠組みのまま、外来を早急

に受診できる体制とする。その際、同センターは柔軟に帰国者・接触者外来

へ患者をつなげる。 

② 原則として、一般の医療機関において、必要な感染予防策（参考参照）を

講じた上で外来診療を行うこととする。新型コロナウイルスへの感染を疑

う方は、受診する医療機関に事前に電話連絡を行うよう周知し、電話を受

けた医療機関は、受診時刻や入口等の調整（時間的・空間的な感染予防策）

を行った上で、患者の受入れを行う。 

 必要に応じて、新型コロナウイルス感染症が疑われる方の外来診療を原

則として行わないこととする医療機関（例えば、重症化しやすい方が来院

するがんセンター、透析医療機関及び産科医療機関等、重症者を多数受け

入れる見込みのある感染症指定医療機関等、地域の実情に鑑みて医療機能を
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維持する必要のある医療機関等）を設定するとともに、新型コロナウイルスへ

の感染を疑う方が受診しないように周知を行う。 

夜間・休日の外来診療体制については、救急外来を設置していない医療

機関に対しても診療時間の延長や、夜間外来を輪番制で行うことを求める

など、地域の医療機関や医師会等との連携を図る。 
 

（参考）新型コロナウイルス感染症に対する感染管理（2020 年２月 21 日

国立感染症研究所、国立国際医療研究センター国際感染症センター） 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-

idsc/9310-2019-ncov-01.html 

＜院内感染対策の徹底＞ 

〇 ②の施策を講じた場合、一般の医療機関においても新型コロナウイルスに感染

した患者が受診することから、より一層、院内感染対策を徹底するよう指導する。 

〇 医療従事者は標準予防策に加えて、飛沫・接触感染予防策を徹底し、また、

全ての外来患者に対して受診前後の手指衛生を心がけ、咳などの症状のある

患者はマスクを着用してから受診するよう案内し、医療機関においても患者

への手指衛生の啓発・支援や患者・医療従事者の触れる箇所や物品の消毒等

に努める。 

 さらに、医療機関は、新型コロナウイルス感染症が疑われる方が受診する際

には、あらかじめ受診時間を伝える等により他の患者との受診時間をずらす、

又は待合室を別にするなど時間的・空間的に他の患者と分離するなどして十

分な感染予防策を講ずる。 

＜慢性疾患等を有する定期受診患者等に係る電話等を用いた処方等＞ 

 〇 医療機関において新型コロナウイルスの感染が拡大することを防止する

観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要

とする場合に、電話や情報通信機器を用いた診療によりファクシミリ等に

よる処方箋情報の送付等の対応が必要なケースについて、あらかじめ、その

取扱いに関する留意点を示しているので、適切な運用が行われるよう医療機関、

薬局等に引き続き周知を行う。 

＜地域住民等への呼びかけ＞ 

〇 地域住民に対し、 

・ 高齢者や基礎疾患を有する方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、

妊産婦は、新型コロナウイルスに感染すると重症化するおそれがあるため、

特に留意して、適切な時期に医療機関を受診すること、 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9310-2019-ncov-01.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9310-2019-ncov-01.html
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・ 一方で、重症化しやすい方以外の方であれば、新型コロナウイルスに感染

しても症状が軽いことが多いため、通常の風邪と症状が変わらない場合は、

必ずしも医療機関を受診する必要はないこと、 

・ ①の施策を講じた場合、感染への不安から、帰国者・接触者相談センター

やかかりつけ医への相談なしに、医療機関を受診すると、かえって感染の

リスクを高めることになること、 

・ ②の施策を講じた場合でも、新型コロナウイルスへの感染を疑う方は、

受診する医療機関に事前に電話連絡を行い、電話を受けた医療機関は、

受診時刻や入口等の調整を行うこと、 

・ 自宅療養している方は、状態が変化した場合には、帰国者・接触者相談

センターやかかりつけ医に相談するなどして医療機関を受診すること、 

・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者の外来診療を原則として行

わないこととする医療機関を設定した場合には、感染を疑う方はその医療

機関へ来院せず、外来診療を行うこととしている医療機関を受診すること 

・ 外来診療体制を確保するため、救急外来時間帯等における緊急以外の

外来受診を控えることや、電話相談窓口を活用すること、 

を呼びかける。また、季節性インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等

が治癒していることの証明等を求めて、症状がない又は症状が軽微であるに

も関わらず医療機関を受診することのないよう、学校や事業者、保険者等を

通じて周知を行う。 

＜電話相談体制の変更＞ 

〇 ②の施策を講じた場合、感染を疑う方は、医療機関を受診するにあたっ

て帰国者・接触者相談センターを介することなく、直接、一般の医療機関

へ外来受診することができるため、帰国者・接触者相談センターは、新型

コロナウイルス感染を疑う方からの相談対応、医療機関の紹介、自宅療養し

ている患者への相談対応等、電話による情報提供を行う。 

〇 また、新型コロナウイルス感染症の患者数の急速な増加に併せて、帰国者・

接触者相談センターや一般電話相談窓口において、医療機関の受診状況や地

域住民が必要としている情報等に応じて電話相談体制の拡充（時間の延長、

電話回線の増設等）が必要となる。 

 

４．医療提供体制（入院医療提供体制） 
 

（１）現行の取組 

 ○ 感染症法第 12条に基づき医師から届出があった新型コロナウイルス感染
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症の疑似症患者等については、感染症法第 19条に基づき感染症指定医療機

関等への入院措置を実施。 
 

（２）状況の進展に応じて講じていくべき施策 

 ＜入院医療体制＞ 

 〇 地域での感染拡大により、入院を要する患者が増大し、重症者や重症化する

おそれが高い者に対する入院医療の提供に支障をきたすと判断される場合、

次のような体制整備を図る。 

① 感染症指定医療機関に限らず、一般の医療機関においても、一般病床も含め、

一定の感染予防策を講じた上で、必要な病床を確保する。感染症病床以外

の病床へ入院させる際の感染予防対策としては、個室又は新型コロナウイル

ス感染症の診断が確定している患者においては同一の病室へ入院させること、

入院患者が使用するトイレはポータブルトイレ等を使用すること等により、

他の患者等と空間的な分離を行うこととする。 

② 高齢者や基礎疾患を有する方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、

妊産婦以外の者で、症状がない又は医学的に症状が軽い方には、PCR 等検査

陽性であっても、自宅での安静・療養を原則とする。このとき、自宅療養中

に状態が変化した場合には、必ず帰国者・接触者相談センターやかかりつけ

医に連絡するよう患者に伝えるなど、重症化に備えた連絡体制を徹底する。 

なお、自宅療養中の家族内感染を防止する趣旨から、家庭での感染対策

について周知する（参考参照）とともに、家族構成（高齢者や基礎疾患を

有する者等と同居しているか）等を確認した上で、高齢者や基礎疾患を

有する者等への家族内感染のおそれがある場合には、入院措置を行うもの

とする。 

  （参考）新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注

意事項（2020年 2月 28日。一般社団法人日本環境感染学会 ＨＰ） 

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/dokyoka

zoku-chuijikou.pdf 

＜病床の状況の収集、把握等＞ 

○ 各都道府県は、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れられる医療機関及び

病床の状況等の情報の収集・把握を定期的に行うとともに、都道府県域や医療圏

を越えて広域搬送の調整を行うため、国に対してもその情報を提供する。 

＜重症者のための病床の確保＞ 

〇 重症者の受入体制を構築するにあたって、管下の医療機関における人工呼

吸器等の保有・稼働状況や病床の稼働率等の情報の収集・把握を行っている

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/dokyokazoku-chuijikou.pdf
http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/dokyokazoku-chuijikou.pdf
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ため、その情報を踏まえて、集中治療を要する重症者を優先的に受け入れる

医療機関を設定する。 

〇 そうした医療機関においては、感染が更に拡大した場合には、必要に応じ

て医師の判断により延期が可能と考えられる予定手術及び予定入院の延期

も検討する。 

〇 都道府県を中心に、管下の市区町村、地域の医療機関や消防機関等の関係

者間において、新型コロナウイルス感染症の重症患者が発生した場合の搬送

体制を早急に協議の上、合意する。その際、民間救急サービスへの協力依頼

や自衛隊への協力要請を行うことも検討する。特に、全身管理が必要な重症

患者等が増加した場合についても想定し、診療を行う集中治療室等の集約化

などの対応策を協議する。 

また、新型コロナウイルス重症患者を県域や医療圏を越えて搬送する場合

の調整担当者や広域の搬送・受入ルールを隣県の関係者等の間で定めるよう

調整を開始する。 

 ＜糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）の基礎疾患がある方、免疫抑制剤や

抗がん剤等を用いている方、透析患者及び妊産婦等のための病床の確保＞ 

〇 糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）の基礎疾患がある方、免疫抑制剤

や抗がん剤等を用いている方、透析患者及び妊産婦等については、新型コロ

ナウイルスに感染した場合には、専門性を有する集中治療が必要となる可能

性が高くなる。このため、地域において、基礎疾患がある方、免疫抑制剤や

抗がん剤等を用いている方、透析患者及び妊産婦等の専門治療を実施でき、

かつ、新型コロナウイルス感染症患者の受入れも可能である医療機関を早急

に設定し、そういった患者が発生した場合には当該患者が速やかに受け入れら

れるよう、当該医療機関と必要な調整を行った上で、搬送体制の整備及び病

床の確保を行うとともに、ほかの医療機関への周知を行う。 

 

５．新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会の設置 
 

２．から４．までに記載の「状況の進展に応じて講じていくべき施策」等

の新型コロナウイルス感染症対策について協議するため、都道府県を単位

として、市区町村、都道府県医師会、都道府県薬剤師会、都道府県看護協会、

その地域の中核的医療機関や感染症指定医療機関を含む医療機関、薬局、消

防等の関係者や専門家からなる協議会の設置を、各都道府県の実情に応じて

検討していただきたい。なお、設置に当たっては、既存の会議体を活用してい

ただいても差し支えない。 
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６．各対策の移行に当たっての地域の範囲 

○ ２．から４．までの各対策を講ずるにあたり、地域の実情に応じて現行の対策を

移行させる必要がある場合には、都道府県知事が、５．で設置した協議会の場な

どを活用して関係者の意見を聴取しつつ、判断するものとする。一方で、 

・ ３．（２）②の体制に移行する場合 

・ ４．（２）②の体制に移行する場合 

については、厚生労働省とも相談するものとする。 
 

○ 各対策の移行の単位は、医療圏単位、市町村単位のいずれでも、差し支えない。

都道府県知事が、市町村長や関係団体と相談しつつ、個別に各対策の移行を決定

するものとする。 



事 務 連 絡 

令和２年２月 25 日 

 

 

  都道府県   

各 保健所設置市 衛生主管部（局） 御中 

  特別区   

 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 

厚生労働省医政局地域医療計画課 

厚生労働省健康局結核感染症課 

 

 

医療施設等における感染拡大防止のための留意点について 

 

 

医療施設等における新型コロナウイルス感染症対策については、「医療施設

等における新型コロナウイルス感染症への対応について」 （令和２年１月 31 

日付け事務連絡）、「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応に

ついて」（令和２年２月 13 日付け事務連絡）、「医療機関における新型コロナ

ウイルス感染症への対応について（その２）」（令和２年２月 21日付け事務連

絡）などでお示ししているところです。 

本日、新型コロナウイルス感染症対策の基本方針が策定され、その中で、

今後の健康被害を最小限に抑えるために重要な時期であり、院内感染対策の

更なる徹底を図ることとされていることも踏まえ、新型コロナウイルスによ

る感染の拡大防止の観点から、以下の点に特に留意していただきますようお

願いいたします。 

 

記 

 

１ 職員等への対応について 

（１）職員のみならず、面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性がある

と考えられる者も含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、ア

ルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「医療機関にお

ける新型コロナウイルス感染症への対応について」（令和２年２月 13 日付

け事務連絡）等を参照の上、対策を徹底すること。 

別添２



 

（２）職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には

出勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合に

あっては、解熱後２４時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまで

は同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、

引き続き当該職員の健康状態に留意すること。 

   該当する職員については、管理者に報告し、確実な把握を行うよう努める

こと。 

   ここでいう職員とは、医療従事者だけでなく、事務職等、当該医療機関の

すべての職員やボランティア等を含むものとする。 

  

（３）面会については、感染経路の遮断という観点から、感染の拡大状況等を踏

まえ、必要な場合には一定の制限を設けることや、面会者に対して、体温を

計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断るといった対応を検討

すること。 

  

（４）取引業者、委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限

られた場所で行うことや、施設内に立ち入る場合については、体温を計測し

てもらい、発熱が認められる場合には入館を断るといった対応を検討するこ

と。 

 

（５）なお、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に人員基準を満

たすことができなくなる場合等については、当該医師等を医療法施行規則第

19条、第 21条の２、第 22条の２、第 22条の６に定める医師等の数の算定

に加える取扱いとして差し支えないこと。 

 

２ 患者等への対応について 

医療機関における新型コロナウイルス感染症の疑いのある人や患者の診

療時の感染予防策については、「医療機関における新型コロナウイルス感染

症への対応について（その２）」（令和２年２月 21日付け事務連絡）等に基づ

き、適切に対応すること。 
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